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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月２２日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 北海道函館市函館港西防波堤南端  

 函館港西副防波堤灯台から真方位１６８°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯４１°４７.２′ 東経１４０°４２.１′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八善
ぜん

興
こう

丸、８.５トン 

 ＨＫ２－２０７９２、個人所有 

 １３.０５ｍ（Lr）×３.０９ｍ×１.３２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和６３年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２３年７月４日 

  免許証交付日 平成２３年７月４日 

         （平成２８年７月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾スケグに剝離、プロペラ翼に曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか釣り漁ののち、船首約０.８

ｍ、船尾約１.８ｍの喫水をもって、函館港へ向けて帰航中、南東か

らの波浪を右舷船首から受けるように針路をいつもより南寄りにして

北東進し、函館山山頂から西方約１海里（Ｍ）の地点（函館半島西岸

から０.５Ｍ）において北北東に変針した。 

函館港には、南北方向に延びる函館港西防波堤（以下「西防波堤」

という。）があり、西防波堤の南端付近には、約７０ｍの切れ間があ

って潮切航路と称される切り通し（以下「本件切り通し」という。）

となっており、西防波堤の本件切り通しの北側と南側の端部（以下、

北側の端部を「切り通し北端部」、南側の端部を「切り通し南端部」

という。）には、それぞれ灯柱が設置されている。 

本船は、本件切り通しの西方約５００ｍに至って針路を本件切り通

しに向け、対地速力を約３～４ノットとして東進した。 
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船長は、本件切り通しの灯火が見えて予定コースを順調に航行して

いたものの、本件切り通しの手前約５０～１００ｍのところで、西防

波堤が見えなかったので、目視で確認をしようとしてブリッジの左舷

側引き戸から船首甲板に出て船首方に行ったところ、本船は南東風に

圧流されて北東進した。 

船長は、切り通し北端部の至近まで接近したことに気付いて急いで

ブリッジに戻り、主機関を後進にかけたものの、本船は、平成２４年

１０月２２日２０時１０分ごろ船首が切り通し北端部付近の消波ブロ

ックに乗り揚げた。 

本船は、その後、惰力で西防波堤に平行となった。 

本船は、船長が２０時１８分ごろ１１８番（海上保安庁）へ救助要

請の電話を掛けている間に南東からの風浪により離礁し、西防波堤の

外側を北北西方向に流され、２０時３０分ごろ函館港島防波堤の内側

の中央付近に至って船長が錨を投入して停止した。 

 本船は、来援した僚船によりえい
．．

航され、２２時４０分ごろ定係岸

壁に着岸した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ６、視界 良好 

海象：潮汐 満潮期、潮高 約８３cm（函館港） 

月没時刻：２３時０３分ごろ、月齢 ６.１ 

函館市には、１０月２２日１６時０２分大雨、強風、波浪、雷注意

報が発表され、本事故当時、継続中であった。 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故前、レーダー及びＧＰＳプロッターにより西防波堤

を確認していた。  

 本船は、ふだんから、本件切り通しをよく通航しており、他の漁船

もよく利用していた。 

船長は、ふだん、本件切り通しを通航する際は、目視により本件切

り通しの位置を確認し、西防波堤が見えづらい場合には、操船用リモ

ートコントローラーを持たずに船首へ行って確認をしていた。 

 船長は、係留岸壁に着岸するときにのみ、操船用リモートコントロ

ーラーを使用していた。 

 切り通し北端部に設置された灯柱の灯質は、緑光、４秒に１閃光、

光達距離は５.５km、切り通し南端部に設置された灯柱の灯質は、赤

光、４秒に１閃光、光達距離は５.５kmであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、函館港西方沖を本件切り通しへ向けて東進中、船長が、切

り通しの灯火を確認したが、西防波堤が見えなかったので、西防波堤

の位置を目視で確認しようとしてブリッジを出て船首へ行った際、操
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船用リモートコントローラーを持たずに確認していたことから、南東

風により北方側へ圧流され、北東進して切り通し北端部へ接近したこ

とに気付き、ブリッジに戻って後進をかけたものの、切り通し北端部

付近の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、函館港西方沖を本件切り通しへ向けて東

進中、船長が、西防波堤の位置を目視で確認しようとしてブリッジを

出て船首へ行った際、操船用リモートコントローラーを持たずに確認

していたため、南東風により北方側へ圧流され、北東進して切り通し

北端部へ接近したことに気付き、ブリッジに戻って後進をかけたもの

の、切り通し北端部付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・一人乗りで操船中にブリッジを離れる際は、操船用リモートコン

トローラーを携帯すること。 

・レーダー及びＧＰＳプロッターを使用するときは、航行海域の状

況に応じて適切な表示範囲に切り替え、活用すること。 

 

 

 




